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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説
≪東京地方裁判所≫
損害賠償請求事件

（ちいたん☆営業誹謗事件）［上］（全２回）

−令和３年（ワ）第18479号、令和７年２月７日判決言渡−

第１．事案の概要

本訴事件は、「ちぃたん☆」という名称のキャラクター（「キャラクターちぃたん」）を使用する原告が、
普通地方公共団体である被告に対し、被告による原告の取引先への通知及び被告代表者による記者会見
における発言等（「本件被告行為」）が、不正競争防止法２条１項21号所定の営業誹謗行為等に当たり、こ
れにより原告はキャラクターちぃたんに係る各種活動を取り止めざるを得なくなり、出演料及びロイヤ
リティに係る逸失利益、放送できなくなったアニメの制作費に係る損害金等を被ったとして、主位的に
民法709条、予備的に国家賠償法１条１項に基づき、同損害額及び遅延損害金の支払を求める事案である。
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